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⑦ 

建築物の高さの

制 限 

道路斜線制限：有   隣地斜線制限：無   北側斜線制限：有   日影規制：有 

絶対高さ制限（第１種、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域の場合）：有（10m） 

 ☑資料参照 

⑧ 

そ の 他 の 

建 築 制 限 

☐外壁後退距離制限（第１種、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域の場合）：　 

☐敷地面積の制限：最低限度     m2  ☐資料参照 

⑨ 

条例による制限 

その他の制限 

☐災害危険区域 ☐地区計画の区域 ☐建築協定区域 ☐風致地区 

☐      

      

 ☐資料参照 

⑩ 

敷地と道路との 

関係による制限 

敷
地
の
接
道
義
務 

建物の敷地は､原則として､幅員（☑４m・☐６m）以上の建築基準法に定める道路（下記「＊

道路の種類」のうちア～カの道路）に２m以上接していなければ建物の建築はできません。 

☐条例により接道の要件が付加されます。 

 →☐路地状敷地の場合       

  ☐特殊建築物の場合       

  ☐      

 ☑資料参照 

接 
 

道 
 

の 
 

状 
 

況 

接 道 方 向 公・私道の別 接面道路の種類＊ 幅    員 接 道 長 さ 

南西 側 公 道  ア 6.0 m 3.0 m 

     側 　 　      m      m 

     側 　 　      m      m 

＊道路の種類 

ア．建築基準法第42条第１項第１号の道路    イ．同条第１項第２号の道路 

ウ．同条第１項第３号の道           エ．同条第１項第４号の道路 

オ．同条第１項第５号の道路（位置指定道路） 

〔指定番号：　      年      月      日 第     号〕 

カ．同条第２項道路（ 幅員が４m又は６m未満のため、道路中心線から（☐２m・☐３m）後

退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。） 

キ．建築基準法第42条の道路に該当しません。（原則として建築不可。 ただし例外あり。） 

 ☑資料参照 

備
考 

余白 

⑪ 

敷地と道路との 

関  係  図 

 

⑫ 

私道にかかる 

制     限 

私道の変更・廃止は、☐原則としてできません。・☐できます。 


